
〈従業員等へのワクチン接種に関する周知〉

○職場内メール、職場内掲示板等において、以下の広報資材などを活用することにより、個々の従業員等にワク

チン接種に関する情報が確実に届くよう、積極的な周知等にご協力をお願いいたします。

○なお、ワクチン接種は、強制ではなく、あくまでご本人が納得した上で接種をご判断いただくものですので、

従業員等に対しては、情報提供にとどめ、強制することの無いよう注意願います。

〈一般住民を対象とした周知〉

○また、一般住民を対象としたサービスを提供する業種においては、従業員等への周知に加えて、店舗内での

ポスター掲示等により、一般住民にも広く周知いただくことについても、ご協力をお願いします。

従業員等へのワクチン接種に関する周知について

〈ポスター①〉 〈その他〉〈ポスター②〉

https://www.
kantei.go.jp/j
p/content/00
0118502.pdf

〈ダウンロード先〉 〈ダウンロード先〉

https://www.
kantei.go.jp/j
p/content/00
0118484.pdf

・リーフレット①

・リーフレット②

・周知動画

https://www.mhlw.g
o.jp/content/00099
9261.pdf

https://www.mhlw.g
o.jp/content/001004
214.pdf

https://nettv.gov-
online.go.jp/prg/prg
25483.html
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